
少
年
・
刑
事
財
政
基
金
の
支
出
に
関
す
る
規
則
（
規
則
第
百
三
十
四
号
）
中
一
部
改
正 

  

少
年
・
刑
事
財
政
基
金
の
支
出
に
関
す
る
規
則
（
規
則
第
百
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
中
「
少
年
・
刑
事
財
政
基
金
に
関
す
る
規
程
」
の
下
に
「
（
会
規
第
八
十
六
号
）
」
を
加
え
る
。 

 

第
二
条
第
一
項
中
「
法
律
援
助
事
業
に
関
す
る
規
程
」
の
下
に
「
（
会
規
第
七
十
七
号
）
」
を
加
え
る
。 

  

第
二
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

第
二
条
の
五 

本
条
に
お
け
る
弁
護
人
等
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
い
う
。 

 
 

一 

少
年
・
刑
事
財
政
基
金
に
関
す
る
規
程
第
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
罪
に
問
わ
れ
た
障
が
い
者
等
（
以
下
単
に
「
罪
に
問
わ
れ
た

障
が
い
者
等
」
と
い
う
。
）
の
国
選
弁
護
人 

 
 

二 

罪
に
問
わ
れ
た
障
が
い
者
等
の
国
選
付
添
人 

 
 

三 

罪
に
問
わ
れ
た
障
が
い
者
等
に
つ
い
て
刑
事
被
疑
者
弁
護
援
助
事
業
を
利
用
し
て
選
任
さ
れ
た
弁
護
人 

 
 

四 

罪
に
問
わ
れ
た
障
が
い
者
等
に
つ
い
て
少
年
保
護
事
件
付
添
援
助
事
業
を
利
用
し
て
選
任
さ
れ
た
付
添
人 

２ 

本
条
に
お
け
る
福
祉
専
門
職
等
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
い
う
。 

 
 

一 

社
会
福
祉
士 

 
 

二 

精
神
保
健
福
祉
士 

 
 

三 

公
認
心
理
師
又
は
臨
床
心
理
士 

 
 

四 

更
生
支
援
の
活
動
を
し
て
い
る
団
体
（
た
だ
し
、
前
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
所
属
し
て
い
る
団
体
に
限
る
。
） 

 
 

五 

地
域
生
活
定
着
支
援
セ
ン
タ
ー
の
業
務
を
受
託
し
て
い
る
団
体
又
は
そ
の
職
員 

 
 

六 

通
訳
人
若
し
く
は
手
話
通
訳
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
が
所
属
し
て
い
る
団
体 

 
 

七 

そ
の
他
前
各
号
に
準
ず
る
者 

３ 

罪
に
問
わ
れ
た
障
が
い
者
等
の
刑
事
弁
護
又
は
少
年
保
護
事
件
付
添
に
お
い
て
、
弁
護
人
等
の
依
頼
を
受
け
て
、
福
祉
専
門
職
等
が

次
の
各
号
に
掲
げ
る
活
動
を
行
っ
た
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
の
補
助
金
を
本
基
金
か
ら
弁
護
士
会
に
対
し
て
支
出
す
る
も
の

と
す
る
。 

 
 

一 

更
生
支
援
計
画
の
策
定 

五
万
円
を
上
限
と
す
る
実
費 

 
 

二 

更
生
支
援
計
画
の
策
定
又
は
実
行
を
目
的
と
す
る
次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
活
動 

当
該
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め
る
額 

 
 
 
 

イ 

弁
護
人
等
の
接
見
又
は
面
会
へ
の
同
行 

一
回
当
た
り
一
万
円 

 
 
 
 

ロ 

罪
に
問
わ
れ
た
障
が
い
者
等
と
の
面
会 

一
回
当
た
り
一
万
円 

 
 
 
 

ハ 
 

罪
に
問
わ
れ
た
障
が
い
者
等
の
家
族
、
関
係
機
関
等
と
の
面
会
及
び
ケ
ー
ス
会
議
へ
の
出
席 

一
回
当
た
り
一
万
円 

 
 
 
 

ニ 

証
人
と
し
て
の
出
廷 

一
回
当
た
り
一
万
円 

 
 
 
 

ホ 

通
訳
又
は
手
話
通
訳 

一
回
当
た
り
一
万
円
（
た
だ
し
、
国
選
弁
護
人
又
は
国
選
付
添
人
の
報
酬
に
附
帯
し
て
支
払
わ
れ
る
通

訳
又
は
手
話
通
訳
の
費
用
に
掛
か
る
部
分
の
金
額
を
除
く
。
） 

４ 

罪
に
問
わ
れ
た
障
が
い
者
等
の
刑
事
弁
護
又
は
少
年
保
護
事
件
付
添
に
お
い
て
、
弁
護
人
等
の
依
頼
を
受
け
て
、
更
生
支
援
計
画
の

策
定
又
は
実
行
に
関
連
し
て
、
医
師
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
活
動
を
行
っ
た
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
の
補
助
金
を
本
基
金
か

ら
弁
護
士
会
に
対
し
て
支
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

一 

意
見
書
、
診
断
書
等
の
作
成 

一
通
当
た
り
五
万
円
を
上
限
と
す
る
実
費
（
た
だ
し
、
国
選
弁
護
人
又
は
国
選
付
添
人
の
報
酬
に

附
帯
し
て
支
払
わ
れ
る
意
見
書
、
診
断
書
等
の
作
成
費
用
に
掛
か
る
部
分
の
金
額
を
除
く
。
） 

 
 

二 

出
張 

一
回
当
た
り
二
万
円 

 
 

三 

相
談 

一
回
当
た
り
二
万
円 

５ 

弁
護
人
等
で
あ
っ
た
者
の
依
頼
に
よ
り
、
福
祉
専
門
職
等
が
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
活
動
を
行
っ
た
と
き
、
又
は
医
師
が
前
項
各
号

に
掲
げ
る
活
動
を
行
っ
た
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
の
補
助
金
を
本
基
金
か
ら
弁
護
士
会
に
対
し
て
支
出
す
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
弁
護
人
等
が
そ
の
地
位
を
失
っ
て
か
ら
一
年
以
内
に
行
わ
れ
た
活
動
に
限
る
。 

６ 

前
三
項
（
第
三
項
第
一
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
補
助
金
は
、
一
事
件
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
金
額
を
上
限
と
す
る
。 

 
 

一 

第
三
項
第
二
号
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
） 

合
計
十
万
円 

 
 

二 

第
四
項
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
） 

合
計
十
万
円 

７ 

第
三
項
第
一
号
及
び
前
項
の
上
限
は
、
捜
査
段
階
及
び
公
判
又
は
審
判
の
段
階
を
通
算
し
て
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
事
件
が
上

級
審
に
係
属
し
た
場
合
は
、
審
級
ご
と
に
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。 

８ 

次
の
各
号
に
該
当
す
る
活
動
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
弁
護
人
等
又
は
弁
護
人
等
で
あ
っ
た
者
に
対
す
る
加
算
報
酬
相
当
分
と
し
て
、

当
該
各
号
に
定
め
る
額
の
補
助
金
を
本
基
金
か
ら
弁
護
士
会
に
対
し
て
支
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

一 

第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
活
動 

一
万
円 

 
 

二 

第
三
項
第
二
号
又
は
第
四
項
の
活
動 

活
動
の
個
数
に
か
か
わ
ら
ず
一
万
五
千
円 

 
 

三 

第
五
項
の
活
動 

一
万
円 



９ 

他
の
弁
護
士
が
弁
護
人
等
に
就
任
し
た
場
合
は
、
従
前
の
弁
護
人
等
に
つ
い
て
第
五
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
刑
事
事

件
又
は
少
年
事
件
が
上
級
審
に
係
属
し
た
後
に
、
原
審
の
弁
護
人
等
で
あ
っ
た
者
が
必
要
に
応
じ
て
こ
れ
ら
の
活
動
を
行
う
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

第
三
条
中
「
前
条
第
一
号
及
び
第
二
号
」
を
「
第
二
条
の
四
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
前
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
八

項
」
に
改
め
る
。 

 

 
 

 

附 

則 

１ 

第
一
条
、
第
二
条
第
一
項
、
第
二
条
の
五
（
新
設
）
及
び
第
三
条
の
改
正
規
定
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
後
の
第
二
条
の
五
及
び
第
三
条
の
規
定
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
以
降
に
選
任
さ
れ
た
弁
護
人
等
（
改
正
後
の
第
二
条
の
五
第

一
項
の
弁
護
人
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
弁
護
人
等
で
あ
っ
た
者
に
係
る
補
助
金
の
申
請
か
ら
適
用
し
、
同

日
前
に
選
任
さ
れ
た
弁
護
人
等
及
び
弁
護
人
等
で
あ
っ
た
者
に
係
る
補
助
金
の
申
請
（
た
だ
し
、
同
一
事
件
で
新
た
に
同
日
以
降
に
選

任
さ
れ
た
弁
護
人
等
及
び
弁
護
人
等
で
あ
っ
た
者
に
係
る
補
助
金
の
申
請
は
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 


